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（総務消防委員会資料）                   令和４年４月 

                              行 財 政 局 

 

 

京都市土地開発公社の解散に向けた取組の進捗状況について 

 

 

 京都市土地開発公社（以下「公社」という。）は，「公有地の拡大の推進に関する法

律」に基づき昭和 48 年２月に設立されて以降，公共用地の先行取得を通じ，本市の

まちづくりに貢献してまいりました。 

 しかしながら，社会経済情勢の変化に伴い，公共用地の先行取得の必要性が低下し，

仮に先行取得が必要となっても，本市の土地取得特別会計により対応することが可能

であることから，平成 24 年度に「公社の今後の在り方に係る方針」（以下「方針」と

いう。参考を参照。）を定め，公社保有地の解消に伴う財政負担ができる限り本市財

政運営に大きな影響を与えないよう，平成 25 年度以降 15 年をかけて全ての保有地を

解消した後，公社を解散することとしました。 

 あわせて，それまでの間は，公社において可能な限り有利な条件で資金調達して  

保有地の簿価の増加を圧縮するとともに，公社経営により本市の財政負担が生じない

よう，公社の管理経費を極小化することとしました。 

 この方針を平成 25 年４月 22 日の経済総務委員会に御報告し，以降，公社の解散に

向けた取組を着実に推進してまいりました。 

 また，平成 25 年３月の市会付帯決議を踏まえ，方針において，毎年度当初の委員

会に解散に向けた取組の進捗状況を報告しており，取組の令和３年度の実績及び取組

状況について，御報告させていただくものです。 

 

 

１ 令和３年度保有地縮減実績  

   令和３年度において，公社は，次の表のとおり，１件の保有地の売却を行い， 

500 万円の簿価を縮減しました。 

 

縮減した保有地                              （金額の単位：百万円） 

区  分 事 業 名 
面 積 

(㎡) 

縮減簿価 

(２年度末) 

進捗状況 

時期 買受者 売却額 

本市が買い戻
した保有地 

芸術大学移転整備事業 19 5 R3.6 本市 5 

合 計 19 5   5 

 



 

2 
 

 

 

２ 公社保有地簿価の推移 

  本市が公社から保有地を買い戻すとともに，公社が本市以外の者への直接売却を

進めた結果，令和３年度末では，方針策定時点（平成 24 年度末の 187 億円）に比

べ，138 億円減の 49 億円となっています。 

                                                 （単位：億円） 

区  分 
平成 

27 年度末 

平成 

28 年度末 

平成 

29 年度末 

平成 

30 年度末 

令和 

元年度末 

令和 

２年度末 

令和 

３年度末 

（見込） 

公社保有地 

簿価 
125 112 106 100 100 49 49 

 

 

３ 公社準備金の推移 

             公社準備金（損益計算上利益が生じた場合に，将来の欠損に備えるため，積み立

てた資金）は，令和３年度末において 10.0 億円となっています。 

公社から本市以外の者へ直接売却するとき，時価が簿価を下回る場合，公社準備

金が減少しますが，簿価を上回る価格で落札されたときは簿価を超える差額を公社

準備金に積立てています。 

                                                 （単位：億円） 

区  分 
平成 

27 年度末 

平成 

28 年度末 

平成 

29 年度末 

平成 

30 年度末 

令和 

元年度末 

令和 

２年度末 

令和 

３年度末 

（見込） 

公社準備金 8.4 8.6 2.4 9.5 9.6 9.9 10.0 

 

 

４ 金利負担額の推移 

 保有地の売却による借入金の減少及び平成 25 年度に借入金を低利の公社債中心

に見直した結果（金利最大 1.775％→0.319％），金利負担が大幅に減少しています。 

 加えて，平成 29 年度末に第４回公社債を発行し，借入金利が 0.06％（従前：

0.319％）へと更に低下したため，令和３年度の金利負担額は 700 万円となってい

ます。 

                                           （単位：百万円） 

区  分 
平成 

27 年度末 

平成 

28 年度末 

平成 

29 年度末 

平成 

30 年度末 

令和 

元年度末 

令和 

２年度末 

令和 

３年度末 

（見込） 

金利負担額 61 41 71 注 9 7 7 7 

  注 平成 29 年度は第４回公社債の発行手数料を計上しているため，一時的に金利負担が上昇している。 
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５ 管理経費の推移 

 平成 25 年度からの役員体制見直しや専従職員廃止，公社への本市職員の派遣  

廃止等の継続により管理経費を極小化しています。 

令和３年度は 600 万円となっています。 

                                           （単位：百万円） 

区  分 
平成 

27 年度末 

平成 

28 年度末 

平成 

29 年度末 

平成 

30 年度末 

令和 

元年度末 

令和 

２年度末 

令和 

３年度末 

（見込） 

管理経費 6 5 5 6 6 6 6 

 

 

６ 駐車場経営や保有地の貸付け収入の推移 

 公社の管理経費を賄うため，駐車場経営や保有地の貸付けにより財源を確保して

います。 

なお，駐車場の契約台数の減少により収入減となっておりますが，令和３年度に

おいても 1,400 万円を確保し，公社の管理経費を賄っています。 

                                          （単位：百万円） 

区  分 
平成 

27 年度末 

平成 

28 年度末 

平成 

29 年度末 

平成 

30 年度末 

令和 

元年度末 

令和 

２年度末 

令和 

３年度末 

（見込） 

駐車場経営

や保有地の

貸付け収入 

28 22 17 18 18 15 14 

 

 

７ 今後の取組 

令和４年度において，本市の買戻しによる保有地売却の計画はありませんが， 

準備金により売却時の損失を処理することができる範囲で，公社から本市以外の 

者への直接売却による保有地縮減に積極的に取り組み，今後も保有地の解消に係る

本市財政負担の更なる圧縮に努めてまいります。 
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参考 公社の今後の在り方に係る方針（平成 25年 4 月 22 日経済総務委員会資料から引用） 
 

①  公社の業務の限定 

  公社の解散に向けて保有地を解消するため，公社による公共用地の先行取得は行わず，

本市及び本市以外の者への売却を進める。 

 

②  保有地の解消 

  保有地の利用予定等を精査し，公共目的で活用する予定の保有地は本市が買戻しを行

い，それ以外の保有地は本市が買い戻したうえで売却する又は公社の準備金により時価が

簿価を下回る場合の差額を処理することができる範囲内で公社が本市以外の者に直接売

却する。 

本市の買戻しは公共用地先行取得等事業債の元利償還額が減少し始める平成 31 年度か

ら買戻しのペースを上げ，本市財政負担の平準化を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③  公社の資金調達における金利負担の圧縮 

  金融機関からの借入よりも低利の公社債を公社の解散までの間，最大限発行すること

で，より一層，金利を抑制する。 

 

④  公社の管理経費の極小化 

管理経費について，役員体制の見直し，公社専従職員の廃止，公社への本市職員派遣の

廃止，公社執務室の閉鎖等の取組により，大幅に削減する。 

また，駐車場経営や保有地貸付けによる収入により，管理経費に必要な財源を確保する。 

 

⑤ 解散に向けた進捗状況の報告等 

  公社の解散に向けた取組の進捗を毎年度当初の委員会に報告し，審議内容を今後の取組

に反映すること等により，公社の解散に向けた保有地の解消等を確実に履行するととも

に，議会及び市民の皆様に対し責任の所在を明確にする。 

 

⑥ 解散までの期間の厳守 

  各年度の買戻し等に必要な予算を優先的に確保して，着実に保有地の解消を図り，15

年後に必ず解散する。また，本市の財政状況等を踏まえつつその期間の短縮に努める。 

 

20 
25 

19 

5 

保有地の解消に係る本市財政負担 

 



別紙１

１ 先行取得の目的に沿った利用を図るもの

No. 事業名 所在地
先行取得

時期
面積計
（㎡）

先行取得
依頼局

取得から現状に至る経過等
2年度末
簿価

(百万円)

3年度末
簿価

(百万円)

時価額
推計

（百万円）

1
崇仁地区住
宅改良

下京区上之
町他

昭和47年度
～平成15年度

473
住宅局
（現 都市
計画局）

・崇仁地区の住宅地区改良事業用地として先行取得。
・崇仁地区は，昭和35年度から国の認可を受けて事業を開
始。事業計画及び事業進捗状況に応じて，改良住宅用地，道
路用地，緑地用地等として本市が順次買戻しを実施。
・今後も，事業の進捗に合わせて，本市が買い戻す予定。

434 435 74

473 434 435 74

２ 先行取得の目的に沿った利用を図る予定であるが，事業が中断しているもの

No. 事業名 所在地
先行取得

時期
面積
（㎡）

先行取得
依頼局

取得から現状に至る経過等
2年度末
簿価

(百万円)

3年度末
簿価

(百万円)

時価額
推計

（百万円）

2
北部周辺整
備

左京区大原
大見町

平成２年度 44,317 建設局

・都市計画公園「大見公園」（昭和55年12月都市計画決定）
の整備用地として先行取得。
・昭和54年度に「京都市北部周辺地域（大見地区）整備構
想」を，昭和55年度に「京都市北部周辺地域整備拠点（大見
地区）整備基本計画」を発表した。
・昭和56年度から，大見公園に至る道路事業「市道大原花背
線」の工事を開始したが，平成２年度に休止。平成６年度に
公園整備計画を凍結。
・平成17年度に上記計画を見直し。新たに「北部周辺地域整
備事業大見地区基本計画」を策定。
・上記道路事業の公共事業再評価では，平成11年度，12年
度，17年度は事業継続とされたが，平成22年度には事業休止
と評価。
・平成25年４月の都市計画公園の見直しにおいて，検証の結
果，「存続」と評価。
・今後，本市が買い戻す予定。

141 141 45

44,317 141 141 45

３ 先行取得目的に沿った利用が見込めず，他の目的での利用又は本市以外の者への売却を検討するもの

No. 事業名 所在地
先行取得

時期
面積
（㎡）

先行取得
依頼局

取得から現状に至る経過等
2年度末
簿価

(百万円)

3年度末
簿価

(百万円)

時価額
推計

（百万円）

3
五条橋東六
丁目

東山区五条
橋東六丁目
他

昭和57年度 2,034 建設局

・交換により，公共事業代替地として取得。
・昭和63年９月から，公社が有料駐車場を設置，運営中（令
和３年度収入12.8百万円）。
・今後，本市が買い戻すか，準備金の範囲内で公社から直接
売却する予定。

1,497 1,500 468

4
久世地区住
宅改良

南区久世大
築町

昭和58年度 317
住宅局
（現 都市
計画局）

・久世地区の将来の用地不足に備え，公共施設用地として先
行取得。
・その後，公共施設用地として利用されないまま，平成８年
度に住宅地区改良事業は終了。
・今後，本市が買い戻すか，準備金の範囲内で公社から直接
売却する予定。

166 166 20

5
改進地区住
宅改良

伏見区竹田
狩賀町他

平成元・３
・８年度

267
住宅局
（現 都市
計画局）

・危険住宅対策事業（老朽化が著しく居住に不適当な住宅の
土地・建物を買収し除却するもの）のため先行取得。なお，
同事業は平成13年度末に終了。
・取得した土地の一部を平成23年度に「第二児童福祉セン
ター駐車場」として買い戻し，その後，供用を開始。
・今後，本市が買い戻すか，準備金の範囲内で公社から直接
売却する予定。

318 318 18

6
横大路小学
校拡張残地

伏見区横大
路天王前他

平成２～４
年度

3,785

教育委員会
（所管換え
により，現
在は，行財
政局）

・伏見西部第四地区土地区画整理事業区域内にあり，人口流
入に伴う児童数増等を見込み，横大路小学校の拡張用地とし
て先行取得。
・将来の児童数見込み等に基づく小学校移転計画のため，平
成24年度に7,362㎡を買い戻しており，本件土地はその残
地。
・平成26年８月以降，方針に基づき，本市が順次買戻しを実
施。
・今後も，本市が買い戻す予定。

2,276 2,279 224

7
宅地開発要
綱用地

北区鷹ヶ峯
土天井町

昭和53年度 278

都市計画局
（所管換え
により，
現在は，行
財政局）

・宅地開発要綱に基づき，本市の公共事業又は公益事業の施
行に伴う代替地として利用する目的で，宅地開発事業施行者
から取得。
・平成13年11月から，公社が有料駐車場を設置，運営中（令
和３年度収入1.2百万円）。
・今後，本市が買い戻すか，公社から直接売却する予定。

23 23 43

6,681 4,280 4,286 773

51,471 4,855 4,863 892

令和３年度末　京都市土地開発公社保有地一覧

合　　　計

小　　　計

小　　　計

小　　　計
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注１　上記の区分は，現時点での検討状況を表すものであり，今後の状況の変化に伴い，変更する可能性がある。

注２　先行取得依頼局の欄における（　）の表記がないものは，先行取得依頼局と現在の所管局が同一である。

注３　面積及び時価額推計は，令和３年度末時点(見込)のものである。端数処理のため，合計等が一致しない場合がある。

注４　時価額推計の欄の金額は，固定資産税路線価を0.7で割り戻して公示地価と同水準としたうえで，必要に応じて各保有地の画地条件に応じた補正を
　　行い，その補正後の単価に面積（区画整理地の場合は，従前地の面積）を乗じて算出している。ただし，あくまで便宜的に推計した参考価格であり，
    公社から直接売却する場合の最低入札価格については，不動産鑑定評価に基づき設定している。
　　　なお，次の保有地については，それぞれに記載した方法により算出している。
　　ア　崇仁地区住宅改良，改進地区住宅改良
　　　　保有地が複数の箇所にあり，そのほとんどが狭小なことから，現在の保有地周辺の固定資産税路線価を平均して得た額に面積を乗じて算出した。
　　イ　北部周辺整備
　　　　固定資産税路線価が付設されていない地域にあるため，近隣の地価調査地(山林)の評価額に面積を乗じて算出した。
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６　横大路小学校拡張残地

２　北部周辺整備

箇所図 別紙２

７　宅地開発要綱用地

４　久世地区住宅改良

１　崇仁地区住宅改良
３　五条橋東六丁目

1:150,000

５　改進地区住宅改良
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１

1:2,500

１　崇仁地区住宅改良（①）　

①
①
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３

1:6,000

２　北部周辺整備
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５

1:2,500

３　五条橋東六丁目
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7

1:2,500

４　久世地区住宅改良
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8

1:2,500

５　改進地区住宅改良



13

６　横大路小学校拡張残地

1:5,000

凡例

従前地

仮換地
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1:2,500

７　宅地開発要綱用地


